
  

工 事 成 績 評 定 実 施 細 目 

 

平成１４年 ４月 １日施行  

（１３水経契第４０９号） 

平成１８年 ４月 １日改正  

（１７水建技管第２３３号） 

 
（目的） 
第１ この実施細目は、「東京都水道局工事成績評定要綱」（以下「評定要綱」という。）

第２１条に基づき、監督員が行う請負工事の成績評定（以下「評定」という。）の方

法等に必要な事項を定め、評定要綱の適正な運用を図ることを目的とする。 
 
（評定方法） 
第２ 評定要綱第６条に定める副総括監督員及び監督員が行う「基本的な技術力と成果

の評価」は、評定要綱に定める工事成績評定項目別評定表（以下「評定項目別評定表」

という。）によるほか、次による。 
一 評定は、別表の評定項目別運用表に基づき行う。 
二 評定項目別評定表に定める「減点評価（ｂ）」を行う場合は、客観的事実に基づ

き事由等を具体的に記入する。 
 
（評定内容の確認） 
第３ 工事主管課長は、当該工事の請負者より評定の内容について説明を求められ、そ

の内容が検査員の評定結果に関するものである場合は、説明を行う前に検査員に評定

の結果及び内容等について確認する。 
 
（通知者への苦情申立期限等） 

第４ 工事主管課長は、評定要綱第１２条による通知を受けた請負者が、評定要綱第１

３条による説明に不服がある場合は、当該説明を受けた日の翌日から起算して、１０

日以内（期間の末日が都の休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に定める休日、１２月２９日から同月３１日までの期間、１月２日、同月３日、

日曜日及び土曜日をいう。）に当たるときは、期間はその翌日に満了する。以下同じ。）

に書面により当該成績評定の通知者（以下「通知者」という。）に苦情申立てができ

ることを知らせなければならない。 

２ 前項の苦情申立書は、工事主管課長に提出するものとする。 

 

(契約担当者等への苦情申立期限等） 

第５ 工事主管課長は、請負者が評定要綱第１６条の回答に不服がある場合は、当該回

答を受けた日の翌日から起算して、１０日以内（期間の末日が都の休日（国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日、１２月２９日から同月３

１日までの期間、１月２日、同月３日、日曜日及び土曜日をいう。）に当たるときは、

期間はその翌日に満了する。以下同じ。）に書面により当該工事の契約を締結した契



約担当者等に対して苦情申立を行うことができることを知らせなければならない。 

２ 前項の苦情申立書は、工事主管課長に提出するものとする。 

 

（評定内容の確認の規定の準用） 

第６ 第３の規定は、通知者及び契約担当者等への苦情申立てについて準用する。 

 

（評定の修正） 

第７ 評定要綱第２０条による成績評定の修正が出来る期間は、当該請負工事のかし担 

保期間内とする。 

 

（通知者） 

第８ 評定要綱別記第１０号様式および１０号様式の２の通知者は、当該工事を主管する 

課が所属する部（所等）の長とすること。 

 
 

附則 

 この細目は、平成１４年４月１日以降に契約を締結する請負工事及び同日前に契約を

締結し平成１４年７月１日以降に完了する請負工事に適用する。 
   附則 

 この細目は、平成１８年４月１日から適用する。ただし、この細目の適用の日（以下

「適用日」という。）以前に苦情申立てがある場合には、この細目により当該苦情申立

てがあったものとみなす。 

 

 
別表 評定項目別運用表 


